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建設水道委員会記録 
 

○開催日時 

平成２７年６月２５日 午前９時５９分～午後１時３１分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  宮 里 兼 実 

   副委員長  下 園 政 喜 

   委  員  川 畑 善 照 

委  員  大田黒   博 

委  員  新 原 春 二 

委  員  谷 津 由 尚 

───────────────────────────────────────── 

○その他議員     

   議  員  杉 薗 道 朗 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  吉 川 正 紀 

   建 設 維 持 課 長  永 田 一 朗 

   都 市 計 画 課 長  山 村 昭一郎 

   区 画 整 理 課 長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  引 地 明 吉 

建 築 住 宅 課 長  福 島 和 朗 

   ────────────────── 

水 道 局 長  落 合 正 浩 

水 道 管 理 課 長  元 石 功 一 

上 水 道 課 長  四 元 新 一 

 主      幹  田 畑 博 志 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美    

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 主       幹  久 米 道 秋 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第８１号 平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 

議案第８０号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課 

上 水 道 課 

（所管事務調査） 下 水 道 課 

（所管事務調査） 建 設 政 策 課 

（所管事務調査） 建 設 整 備 課 

議案第８０号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

建 設 維 持 課 

（所管事務調査） 都 市 計 画 課 

（所管事務調査） 区 画 整 理 課 

（所管事務調査） 入来区画整理推進室 

議案第７８号 薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７９号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（宮里兼実）ただいまから、建設水道

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可をいたします。 

────────────── 

△水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）それでは、水道管理課及

び上水道課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８１号 平成２７年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）まず、議案第８１号平成

２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第

８１号平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別

会計補正予算について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、各会計予

算書、予算に関する説明書（第１回補正）の

４１ページをお開きください。 

 ２款１項１目施設整備費２,５７３万円の増額補

正は、右側説明欄のとおり、鹿島簡易水道建設事

業にかかわる経費で、委託料や工事請負費等を計

上しております。 

 事業概要につきまして説明いたしますので、第

１回補正予算概要の７ページをお開きください。

予算概要の７ページとあわせて、本日提出してご

ざいます委員会資料の１ページをお開きください。 

 まず、資料のほうの図面の赤線部分が、今年度

国庫補助事業で実施する配水管布設替え工事箇所

でありますが、補助対象とならない給水管の布設

替えについて、今回特定離島ふるさとおこし推進

事業を活用して実施するもので、６３戸を予定し

ております。 

 次に、予算概要の８ページ及び委員会資料の

２ページをお開きください。 

 鹿島地区の中山浄水場に高感度濁度計の設置と

遠方監視機能増設を行い、浄水濁度を常時監視す

ることで感染予防対策及び危機管理体制の強化を

図り、市民に安全・安心な水を供給しようとする

ものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、予算に関する説明書の３８ページをお開きく

ださい。 

 ４款１項１目簡易水道事業補助金、補正額

１,８１３万６,０００円は、県からの特定離島ふ

るさとおこし推進事業補助金でございます。 

 次の３９ページ、６款１項１目一般会計繰入金、

補正額１９万４,０００円は、特定離島ふるさとお

こし推進事業にかかわる一般会計からの繰入金で

ございます。 

 次の４０ページ、９款１項１目簡易水道事業債、

補正額７４０万円につきましては、特定離島ふる

さとおこし推進事業にかかわるものでございます。 

 返っていただきまして、３５ページをお開きく

ださい。 

 第２表地方債補正でありますが、今回の特定離

島ふるさとおこし推進事業にかかわる財源を加え

まして、限度額を２,４７０万円とするものでござ

います。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（新原春二）１件だけ心配なんですけど

も、この前鹿島に行っていた時に工事をされてま

した。本土側と違って、非常に狭隘な道路の中で、

重機も入らないようなところも一生懸命頑張って

されてましたけども、そこら辺の見積もりをきち

んとそういう状況の中でされているのか、ここ足

らんかったでくださいちゅうことはならないのか、

非常に危惧をしたんですよね。もう道路のないと

こに埋設をされていくちゅう状況を見た時に、重

機も使えない、手作業ちゅうことと、それから非

常に狭い、人家の入り口も含めて、入り口等も含

め設置をされているようでしたので、本土から考

えれば考えられないような作業になっていました

ので、そこら辺の予算的な問題で、不足にならな
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いような計画を立てられているのか。そこら辺を

ちょっと検討しないと、我々の本土側からの水道

埋設等を考えれば、どうも全然考えられないよう

な作業をされてましたので、そこら辺の状況はど

うですか。 

○上水道課長（四元新一）ただいま新原委員の

質問でございますが、おっしゃるとおり、甑のほ

うは狭隘な道路が多いということで、本土と違い

まして、工事あるいは設計、積算につきましては、

ちゃんと現場に応じた積算をちゃんとやっており

ます。当然安全対策につきましてもそれなりの対

策をとるということで、一応積算はきちんとやっ

ておりますので、本土とは若干違う形での積算に

なろうかと思います。 

 以上です。 

○委員（新原春二）地元の方々もそれぞれ協力

をされているようでしたので、ぜひ、地元の市民

の要望に沿った形の中でできるだけ作業をしてい

ただくように要望をしておきます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）この地方債補正のこの全

体の含めて、今実際の率は何％なんですか。率が

３％以内ってなってますけど、どのくらいで推移

してるものですか。 

○上水道課長（四元新一）実績で１％から２％

の間で借り入れをしております。 

○委員（大田黒 博）当初の予算書を含めて、

以前、年５％以内でしよったのが３％ちゅうこと

で書いていただいたんですけど、十分確保できて

ると、もうそれで推移してるちゅうことですよね。

はい、ありがとうございました。 

○委員（谷津由尚）２点質問します。 

 この鹿島地区の布設替え工事、これは布設替え

工事というのは定期的にしなきゃいけないんです

けど。どれぐらい前に埋設された給水管なのかと

いうのが１件目ですね。 

 ２件目が、昨年とことしに比べて、来年度の計

画の領域が大分広いわけで、そういう面ではそれ

なりの相当の予算が来年度必要になるなと思うん

ですが、ちょっと来年度の見積もりがはじかれて

いたら、今教えてください。 

○上水道課長（四元新一）ただいまの質問につ

きましては、田畑主幹のほうで答弁させますので、

よろしくお願いします。 

○上水道課主幹（田畑博志）鹿島地区につきま

しては、昭和４０年度が創設でございます。 

 それと、来年度の計画につきましては、ちょっ

と時間をいただいてよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員（谷津由尚）後でも結構ですので、また

文書でいただければと思います。よろしくお願い

します。概略でも結構です。 

 給水管の耐用年数というか、実は先月も首都圏

で、先月でしたっけ。ここ最近首都圏で、工事に

よって水道管の給水管が外れてしまって、まちが

水浸しになったという事件があったんですけど、

事故があったんですけど。大体本土地域も耐用年

数は大体同等で交換を、布設替えされてると思う

んですけど、この甑島地域で、甑島、鹿島地域じ

ゃなくて、甑島地域全島で見た場合に、あと布設

替え、つまり昭和４０年前後に埋設されたやつで、

布設替えが必要なところというのはどれぐらいあ

と、何％というそういう値でも結構ですので、概

略でいいですので、どれぐらいあるのか。定期的

にずっとやっていかなきゃいけないと思うんです

けど、直近で埋設替えが必要とされる部分て言う

たほうがいいんですかね。ちょっとその辺のこと

がおわかりでしたら教えてください。 

○上水道課主幹（田畑博志）甑地域におきまし

ては、これまで補助事業等を利用しまして、本管

を布設替えしてきております。あと、今の時点で

有収率が悪くて、今後の計画に入っているのが、

下甑の長浜簡易水道でございます。これも昭和

４９年に一応創設しておりまして、今やっており

ませんが、あと下水等の絡みがありますので、今

それで計画を進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。

次に、委員外議員、質疑は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第８０号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第８０号平成

２７年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とし

ます。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、議案第

８０号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算

のうち、上水道課分について説明いたしますので、

予算に関する説明書の２０ページをお開きくださ

い。 

 ４款３項１目水道費、補正額１９万４,０００円

は、先ほど議案第８１号で説明しました、鹿島簡

易水道建設事業にかかわる簡易水道事業特別会計

への繰出金でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。

委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、２点ほど

御報告をしたいと思っております。 

 まず１点目でございますが、公衆浴場施設の指

定管理者評価委員会の評価結果につきまして御報

告申し上げます。委員会資料で説明させていただ

きますので、委員会資料の３ページをお開きくだ

さい。 

 当課で所管しております公衆浴場につきまして

は、現在、株式会社大環に利用料金制により委託

しておりますが、平成２７年１月１５日に評価委

員会を開催しましたので、その結果を報告いたし

ます。 

 指定期間は、平成２３年４月１日より平成

２８年３月３１日までの５年間で、当初は６施設

を管理しておりましたが、入来地域のアゼロ湯が

平成２５年１月末で、柴垣湯が平成２７年２月末

で閉館したため、現在、樋脇地域と祁答院地域の

４施設だけとなっており、かなり厳しい経営状況

の中でも工夫をしながら適性な管理運営に努めて

いるところでございます。 

 採点結果につきましては、めくっていただいて

４ページをごらんください。８００点中５０７点

で、得点率６３.４％ということで、総合評価の結

果、「おおむね適正であると認められる」という

結果になっております。 

 なお、この４施設につきましても、財産仕分け

により処分財産となっておりまして、今年度中に

処分することとなっておりますが、現指定管理者

には来年の３月３１日までは引き続き適正な管理

運営に努めていただくようお願いしているところ

でございます。これが１点目でございます。 

 ２点目につきまして、入来温泉湯之山館につい

て報告させていただきます。これは口頭になりま

す。資料はありません。 

 ４月４日にオープンしました入来温泉湯之山館

は、４月、５月の利用客が２万３,１２３人と、市

内外から多くの方々に御来場いただきまして、現

在順調に運営を行っているところでございます。 

 開業当初は、嘱託員３名、臨時職員５名とあと

水道局職員で運営しておりましたが、運営をして

いくうちに、営業前の湯温調整や閉館後の毎日の

清掃作業等、施設規模が大きくなったためか、当

初の想定した以上のいろいろな事案が発生しまし

て、その都度職員で対応しておりましたが、職員

の健康管理や時間外等の経費面からも早急な改善

が必要と判断いたしまして、地元の地区コミ協議

会に協力をいただきまして、現在、朝の湯温調整

を二人、夜の清掃作業員６名をお願いしまして、

交代制で従事していただいているところでござい

ます。 

 これらの経費につきましては、予算措置がされ

ておりませんでしたので、既定予算内でやりくり

をしながら対応したところでございますが、今後、
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光熱水費等の実績も見ながら、補正対応をさせて

いただきたいと考えているところでございます。 

 最後に、当館は、地域の中核施設として大きな

期待をいただいていることから、今後もいろいろ

な形で情報発信や地域の協力等いただきながら、

利用増に努め、あわせまして、効率化や経費節減

により施設運営の安定化を図ってまいりたいと考

えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、私のほ

うから３点ほど報告を申し上げます。資料はござ

いません。 

 まず１点目です。水道料金の改定についてでご

ざいます。 

 平成２８年４月に本土地域の簡易水道を水道事

業に統合し、また、甑地域については、上島、下

島それぞれ１簡易水道に統合する予定でございま

す。 

 この事業統合にあわせ、平成２８年度以降の事

業計画あるいは財政計画に基づき、水道料金の改

定を予定をしております。水道料金の改定につき

ましては、上下水道運営審議会へ諮問をしており

ましたが、あす市長への答申がされる予定でござ

います。９月の定例会に条例の改正をお願いした

いというふうに考えております。 

 次に２点目でございます。水道局移転について

でございます。 

 旧消防局庁舎へ水道局の移転を予定しておりま

すが、現在、庁舎の改修あるいは修繕等の設計業

務を発注しているところでございます。年内に移

転を完了し、平成２８年１月から新庁舎で業務を

行うこととしております。 

 また、これにあわせ、新庁舎の１階部分をお客

様センターとして、上下水道の窓口業務を一本化

したワンストップサービス、そういったことでお

客様センターを開設をしたいというふうに考えて

おります。 

 ３点目でございます。公衆浴場の民間譲渡でご

ざいます。 

 公有財産利活用方針に基づき、四つの公衆浴場

を民間譲渡することで準備を進めております。現

在、譲渡にかかわる公募要領等を作成している状

況でございますが、要領等ができ次第、地元地区

コミ等に今後のスケジュール等を説明し、公募等

をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て、質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）入来の湯之山館の件で、朝

２名、夜６名の方の人件費といいますか、補正予

算で対応したいと、それはもうやっていただきた

いと思います。 

 質問は、湯之山館につきましては、ここ２年ぐ

らいは市の直営で運営をされた後、指定管理者か

民間委託かという、その方針でいかれるというこ

とであるわけですけど、前回質問しました時に、

どういうところを評価基準として、課題といいま

すか、どういうところを見きわめながら民間委託

をしていくという、その見きわめるポイントがま

だ整理ができてないというふうにおっしゃったわ

けですけど。この４月にオープンしてから今２箇

月が経過しているわけですけど、その辺が見えて

きたのかどうか、それが１点目です。 

 それと、今ほど、朝２名、夜６名の方を応援い

ただいて、地区コミのほうで応援いただいてやっ

ていただいていると、非常にいいことなんですけ

ど、ただ、２年後、民間委託をされる際に、それ

が逆に障害にならないのかというのがちょっと懸

念されます。そこについてちょっとコメントをい

ただければと思います。 

○上水道課長（四元新一）まず１点目のポイン

トですが、もともと公衆浴場としまして、入来地

域にはアゼロ湯、柴垣湯があったわけですが、二

つの施設を一つにして今の施設ができております。

施設規模がかなり前と比べまして大きなものにな

っております。最初いろいろ想定していたものよ

り、やっぱり経費的なもの、あと光熱水費、そう

いった本当支出にかかわるものが、かなりまだ

２カ月では見えない状況で、１シーズンしてみれ

ばいろんな季節ごとの光熱水費等も見えてくると

思います。 

 あと、利用者も季節によって相当やっぱり変動

があります。ほかの公衆浴場を見てもですね。だ

から、４月、５月はある程度珍しいという形、あ

るいはいろんな情報発信のもとで御来場いただい

たということもあります。夏場は下がってきます。

また冬場になるとちょっと利用客がふえるという

ふうに我々も想定しておりますので、そういった
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利用客の状況であったり、入りと出をどういうふ

うな流れになるのか。あと、出を、要は今は直営

でやってますので、いろんな制約の中で結構やっ

ぱり歳出が多くなります。それを指定管理にした

ときに、そこをどんだけ縮減できるのか。いろん

なやり方があると思いますので、そういった方法

等を今後考えていかないといけないというふうに

思ってますので、とりあえず１年間きちっとした

形の実績を見て、そこでしっかりと見きわめて、

次の指定管理者の公募要領とか、そういったとこ

ろをつくっていきたいと考えているところでござ

います。 

 あと、２点目の今の朝の調整員と夜の清掃作業

員ですが、できましたら、我々としましても、地

域に密着した施設ということで、指定管理に出す

に当たってもやっぱり地域雇用、そういったとこ

ろを条件という形で一応考えておりますので、で

きればなれた方、そういった、今現在使用、雇用

している人たちを引き続きしていただけたらなと

いうふうに思ってます。地域の雇用創出にもつな

がると思いますので、そういった面をちょっと考

えております。だから、募集要項の中でも当然地

域雇用という形の文言も入ってこようかと思いま

すので、引き続きしていただければなというふう

に考えております。それに対して、我々もきちん

とした形で今いろんな指導をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）２点目がある意味シリアス

な課題だと思うんです。例えば、今本市が指定管

理者、公衆浴場を指定管理に委託されてます。株

式会社大環さんとか、例えばそういうとこにお願

いをするということになった場合に、この大環さ

んの直系の社員あるいは関係者でやるんですよと

いうような話になってくると、その地域からとい

う話が非常にその辺でごじゃごじゃしてしまう可

能性があります。これは大いにあり得ることだと

思います。 

 一番いいのは、今おっしゃったように、地域が

運営していただければ一番いいわけですけど、そ

ういうことを前提に考えれば、今のこの状態で

８名の方がもう既に実務に入られてるというのは

非常にありがたいことなんですけど。ですんで、

その辺の進め方が非常に、ある意味、今からシリ

アスになると思いますので、ぜひ、あと２年ぐら

いの期間はあるわけですけど、その中で、地元を

中心に対して活性化できるということをベースに、

何とかこの話を進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）指定管理者は先のことかも

しれませんけど、今で検討すべきなのは、やはり

運営の地域密着型と、それから設備、設備のメン

テナンス、ここがすみ分けが大変だろうと思いま

すけれども、今の谷津委員の意見はやはりここに

問題があると思います。 

 ですから、指定管理者に持っていくのがいいと

は思います。そうしなければ、やはり大変厳しい

状況が生まれると思いますので、指定管理者にす

る場合のネックをどのように考えていらっしゃる

のか、そこをしっかり。地区コミに任せますと、

今度はメンテナンスの問題が外注しなけりゃなり

ませんので、そこんところをどう考えてらっしゃ

るか。 

○上水道課長（四元新一）今のそのメンテナン

ス、確かに今我々も一番今苦慮しているのがそこ

でございます。まだ開業して２箇月ちょっとです

けど、いろいろな問題がやっぱり発生してきます

ので、これらをきちんと整理して、クリアしなが

ら、年間のメンテがどういう形で、－ほんで、

毎年しないといけないものとか、毎月あるいは毎

日とか、いろんな形でのそういったメンテナンス

の作業を整理しまして、きっちりとしたものをつ

くって。それをわれわれ直営でやるよりも当然民

間でやったほうがまたいろんな発想が出てきます。

だから、そういうのも当然生かしていかないとい

けないと。 

 最低限、今で１年間運営するためのそういった

メンテナンスであったりとか、いろんな経営の手

法とか、あと利用者のサービスを低下させない、

継続した経営とか、そういったのを１年間かけて

ずっと我々も積み重ねながら一応見きわめていっ

て、当然指定管理に出すときはそういったところ

を注視しながら、特に利用客のサービスが低下す

るようなことであってはもうならないと思います

ので、そこはやっぱりポイントとしていきたいと

思います。今以上にまた何らかの工夫をして、来

ていただける方に喜んでいただける、いろんな手

法もあると思いますので、そういったところの発

想とか、そういったのも当然受け入れていきたい

と。直営でできないけど、民間や、あるいは地区
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コミになったらいろんなのができるという形があ

りますので、そういったところも総合的に判断し

て、今後は指定管理の募集といいますか、そこは

一応していきたいと考えております。 

○委員（川畑善照）行った人からも聞いている

んですけれども、やはり地場産の品物を活発に動

かすため、あるいは来たお客さんが喜ぶためにも、

やはり本当は中に売店なり、あるいは地域おこし

をするべきだったという声を聞いてるもんですか

ら、今後の課題だと思いますけれども。テントを

張ってやられるという地区コミの意気込みもわか

りますけれども、今後定着した方向でやはり検討

されるべきではないかと思います。 

 以上、要望しときます。 

○委員（新原春二）引き続いて、やっぱり湯之

山館なんですが。私前から、観光施設としての非

常に有望な施設だと思うんですよ。同じところに

２箇所の泉源があって入れるちゅうものは、もう

なかなか全体を見てもないんですよね。これを観

光・シティーセールス課で、もちろん宣伝をして

もらうんですが、そこにはやっぱり接遇ちゅうの

が、観光的なものでお客さんが来る場合に、相当

なやっぱり接遇をきっちりしないと、なかなか来

てもらえないというのがあると思うんですよね。

２万３,０００人ですか、２箇月で、非常にすばら

しい出足だというふうに思っておりますけども。 

 入場券を買うときに、今入場券の施設の中で、

町内と町外に分けてありますよね。そこ辺の実態

がわかっているのかどうか、今統計的にできてい

るのか。今の現状の中で、町内あるいは町外、観

光的な部分で来られている分野が、今ここ３箇月

ぐらいで把握ができているのかどうか。そこら辺

を１点お願いします。 

○上水道課長（四元新一）すいません、きょう

持ってきた資料の中にちょっとそこの選別がされ

た資料を持ってきておりません。事務所に帰りま

したらそこはわかりますので、また後ほどでも御

報告させていただければと思っております。それ

でよろしいでしょうか。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

○委員（大田黒 博）四つの施設の譲渡、民間

譲渡の件ですが、各地区コミに説明をされて、そ

れぞれ検討されて、特に黒木温泉、大村温泉にお

いて、各地区コミが一生懸命検討されたりしてお

られます。結論的には、やはり２２０万の赤字、

２５０万の赤字がやっぱり一つのネックになって

いるということと、今さっきからあります補修、

あるいはポンプを含めて、そういうものの耐久性、

持久、どれだけたっているのか、それを含めて、

今後それなりにお金が要るんじゃないだろうかと

いう心配。それと、一番の出ているものは、黒木

温泉にすれば、湯が出てくる量が少ないがために、

ためて、シャワーを含めて、沸かしてるその料金、

これ等をどうかできないのか。あわせて、大村温

泉にしては、高い温度が出ているものを下げなき

ゃいけない、それが４０万、５０万かかっている

水道料が、やはり７０万、６０万ふえてきている

ように見えるんです。 

 ただ、今湯之山館が設置されてる駐車場の２階

に温度を落とすものが設置されておりますが、ほ

うきの先のようにこうお湯を通すと。これらを含

めて、３度、４度下がるのかなと思ったりもして

る。あんな簡単なもので下がるのかなと、見させ

ていただきましたけれども。そういう検討も含め

て、無償譲渡の条件といいますか、そういうもの

が緩和されるのか、その辺は物すごく危惧されて

るんですよね。 

 その辺を含めて、両地区コミあるいは樋脇を含

めて、そういうものが説明されて、そして公募を

かけられて、民間を含めて、手が挙がるのかとい

うことなんですね。今の状況ではもうほとんども

う皆無に近い手の挙がり方だろうと思っておって、

それが各、高齢者を含めて、もうなくならよとい

うような話が出てるんで、物すごくこう、コミ協

を含めて、会長さんたちを含めて、心配されてる

ところがあるんです。その辺の考え方あるいは提

案、公募の提案の仕方といったものがどういうふ

うに出てくるのか少し気になるところで、今わか

ってる範囲内で、課長、局長、どっちでもいいで

すので、お教え願えませんか。 

○水道管理課長（元石功一）公有財産の処分に

ついて、最初は地区コミにといったことで各地域

に説明をしてまいりました。地区コミの反応とし

ては、なかなかそういった経営はできないという

ことでお話をいただいております。その後、いろ

いろ地域によっては、地区コミの中で我々が受け

皿となって頑張ろうという地域も出てきておりま

す。また、祁答院地域については、私がやろうか
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という話は伺っております。 

 今後はそういった、今議員のほうからもお話が

ありましたが、いろいろな経費をどこが負担をす

るのかと、祁答院地域につきましては、大村温泉

の温度を下げる、そういった経費、あるいは黒木

温泉のそういった今後のかかる施設の費用、そう

いったものを、今後そういった手を挙げられた方

と協議、下協議をしながら、そこでやれるという

話があれば、もう個別にそこと協議をしていきた

いというふうに考えておりますが、そこで下協議

の中で、それじゃあとても無理だなということに

なれば、我々もまたいろいろ方策等を検討しなが

ら、公募という形をとっていきたいというふうに

思っていますので、今それぞれ声が上がっており

ますので、その上がった声を大事にしながら、今

後、民間譲渡へ進めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）地区コミを含めて、上が

ってるところがあれば、ぜひそういう形をとって

いただきたい。そこで２２０万、２５０万の赤字

を少しでも狭められて、ポンプの耐久性を含めて、

お金の要らないものを考えていったときに、初め

てそういうものが出てくるのかなと思っておりま

す。 

 同時に、そういう中の後を公募といった形で、

もう同時に、やっぱどっかありませんかというも

のをかけられて、民間の方々がおられれば、その

方々がやはりコミュニティ協議会と協議しながら、

そこの関係がないと地域の発展はないと思います

ので、やっぱ公募をかけられて、手を挙げられる

民間の方々を含めて、話し合いできれば一番いい

のかなと思っておりますので、その辺を含めてお

願いをしときます。 

○委員（新原春二）新庁舎の関係なんですが、

今回１階にお客様センターを設けるちゅうことで、

非常にいい、すばらしい発想だと思うんですけど

も、今回、もう発想の転換を図っていただいて、

あそこに水道局ちゅう看板立っているよりも、お

水センターちゅうような感じの、市民に和まれる

ようなセンターにしてほしいなと思ってるんです

よ。 

 今は水を買って飲む時代ですよ。水を買って飲

む時代。昔、もう１０年、２０年前にそういうの

は我々も発想してませんでしたし、ペットボトル

で水を飲むなんていうのは全然発想はなかったん

です。ペットボトルはジュースぐらいだと思って

たんですが、今は水を買って飲む。しかも、

１０リッターでどんどんインターネットで取り寄

せて飲むちゅう時代になってきてますよね。そう

いう意味からすれば、非常に皆さんもう水に対す

る関心度というのは非常に高いと思うんですよ。 

 今回お客様センターを設置されるちゅうことで、

非常にすばらしいことだと思うんですけども、市

民に親しまれるおいしい水を薩摩川内市は提供し

てるんだよ、売ってるんだよちゅう一つの大きな

発想の転換をされて、水を流してやるちゅうんで

なくて、やっぱり水を我々は売ってるんだちゅう

ことを含めて、大きな発想の転換をされて、あそ

こ庁舎改装をされる一つの大きないい転機ですの

で、そういうふうな発想をぜひしていただきたい

なと思うんですけども、今回お客様センターがで

きるということで、そういうのをぜひ大々的にア

ピールをして、本当に水道局は水を売ってるんだ

なちゅうような感覚をやっぱり持てるような、市

民に親しまれるような水管理といいますか、そう

いうものをぜひしてほしいと思うんですけども、

これは要望にしておきます。局長、何か答えない

ですか。 

○水道局長（落合正浩）水道局は、今東郷支所

の一部を市からお借りして、経営しております。

今回やっと、中古とはいえ、自前の庁舎を持つこ

とができますので、当面はまずそっちのほうの庁

舎に移るということと、上下水道のお客様のため

の部分をきっちりとしたいということをさせてい

ただきまして、ただいまありました御意見は、向

こうに移ってからまた前向きに真剣に考えたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（宮里兼実）ほかにございませんか。 

○委員（川畑善照）これはもう水道局全体にも

なると思うんですけれども、今現在、国のまち・

ひと・しごと創生法に基づく施策がどんどんどん

どん地方に出てきているわけですけれども、例え

ば商工会議所や商工会の今度のプレミアム、７月

５日からのやつ、それから次は飲食店とかあるい

は出てきます。それらいろんなもんが今出てきて

るんですが、今回つくられました総合戦略検討委

員会、これで水道局として、やはり市を通じてと

いうか、この検討委員会等で水道局の発言権があ

るのかわかりませんが、どのようなことを薩摩川
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内市にこの地方創生の力を注ごうとされているの

か、そこをちょっとお聞きしたい。 

○水道局長（落合正浩）今回のメニューについ

て、純粋に上下水道で何かメニューがあるかと言

われますと、非常に難しいところがございます。

あとはまだ市全体の計画の中と、その中でどの部

分ができるかというところを今議論しております

から、我々ができる部分を探っていきたいと考え

ております。繰り返しになりますけど、現時点で

はメニューとしてのせられるいうのは非常に難し

いというところです。 

○委員（川畑善照）やはり全国的にこれは手を

挙げるところがいろんな部門で出てくると思いま

す。薩摩川内市としてもあらゆる部門で出てくる

と思いますが、いずれにしても、全国的にやはり

そういう可能性のあるものが見つかると思います

ので、ぜひ調べていただいて、できれば先取りを

していただきたいなということをお願いしておき

ます。 

 以上です。 

○上水道課長（四元新一）済みません、先ほど

議案第８１号で、谷津委員のほうから御質問のあ

りました、鹿島の来年度の事業計画といいますか、

それについて保留されてました、今ちょっと答弁

させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（宮里兼実）はい、どうぞ。 

○上水道課長（四元新一）来年度の予定でござ

いますが、まず、排水管本管につきましては国庫

補助事業を導入します。延長で１,２０３メートル

を計画しておりまして、事業費で３,５３５万円を

見込んでおります。あと給水管部分につきまして

は、本年度と一緒で特定離島を予定しておりまし

て、１３９戸で２,１１０万円の事業費を見込んで

いるところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（宮里兼実）よろしいですか。質疑は

尽きたと認めます。 

 それでは、委員外議員、質疑はないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、水道管理課及び上水道課を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、下水道課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）それでは、付託された議

案がありませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）おはようございます。

下水道課でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 今回、甑島の長浜地区の下水道整備について説

明させていただきたいと思います。 

 平成２７年度の新規事業といたしまして、長浜

地区におけます生活排水の適正な処理を推進する

ために、下水道整備に関しての調査を行うことと

しております。 

 事業化に向けましてのステップといたしまして、

地区内が下水道の集合処理として最適か、浄化槽

で可能かなど、処理区域の設定や財政計画等の基

本構想、処理場の場所、処理方式等の全体計画の

策定に向けて、業務委託の事務を進めているとこ

ろでございます。実はきのう、２４日に入札は終

えまして、業者が決まったところでございます。

今後、地区の推進委員会等と協議を行いながら、

平成２８年度への県、国との協議に向けて作業を

進めることとしております。 

 以上で、所管事務調査の報告を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）所管事務全般ということで、

１点質問させていただきます。 

 今の日本で下水道、本市の下水道の接続率がな

かなか上がらないという件と、生活排水の処理率

という切り口から見て、今後どうすべきかという

のを考えたとき、今の日本全国で見たときに、首

都圏と地方部とでは全く矛盾が発生してるわけで

すね。首都圏ではもう下水道の容量がないと、下

水道を接続できないと。なので、場所的な問題も

あるんですけども、基本的には合併浄化槽の対策

でいくという方針が出されてるところが多いです。 

 地方では、一方では、下水道のエリアであれば

まず接続をお願いするというのが一つ、それとも

う一つは、下水道エリアを広げられないと、本市

もその一つなんですけど、資金的に、なので、合

併浄化槽の補助金体制でいったほうが、最終的に
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は生活排水の処理率というのを上げるということ

には、後者の合併浄化槽の対策でいったほうが手

っ取り早いと、最終的に低コストで済むというこ

とになっているわけです。首都圏と地方では全く

環境は違うんですけど、向かってるところはたま

たまそういうふうに一緒になっているわけです。 

 前回の私の一般質問に対する市長の答弁でも、

本市もこれ以上に下水道エリアを広げるというの

は非常にやっぱ困難であるということを表されて

まして、そういう環境に今あるわけです。あるわ

けですけど、生活排水の処理率というのがなかな

か、結論から言うと上がっていかない。１％、

２％は上がっていくんですけども、年間かけて

１％、２％上がってたんじゃもうどうしようもな

いわけでして、これをもうちょっとスピードを上

げて改善しようと思ったときに、合併浄化槽の普

及を図るのが一番早いんだろうと。市長もそうい

う御答弁されましたんで、そうだろうと思うんで

すけど、いろいろそこには矛盾があって、質問な

んですけど、下水道のエリアの中に新築のお宅が

あって、そこが合併浄化槽を入れようとしたとき

に、そこは水道局として今からどういう判断をさ

れるのか、下水道課として、それが一つです。合

併浄化槽でいいですよと判断されるのか、いや、

もう下水道に接続してくれと判断されるのかです

ね。 

 それともう一つは、上位法があって、実は下水

道のエリアの家は、個人住宅は必ず下水道に接続

しなさいという、そういう上位法はあるんですね。

ただ、その地方、今の日本を取り巻く状況のよう

に高齢化が進んできた場合に、そこをごり押しな

かなかできないという事情があります。そういう

ところに対して、今後どういう判断をされていか

れようとしているのか、この２点をお聞かせくだ

さい。 

○下水道課長（徳重勝美）まず１点目でござい

ます。薩摩川内市なんですが、今の汚水処理人口

普及率、平成２５年度で６８.１％でございます。

ちなみに、鹿児島県が７５.２％でございます。全

国では８８.９％でございます。こうして数字を見

てみますと、まだ本市の場合は、この下水道の整

備が遅れているというのは一目瞭然ではないかと

いうふうに思っているところでございます。 

 今後、今、公共下水道につきましては川内処理

区がございます。今面積にして２５９ヘクタール

が供用開始をしております。この公共下水道の総

体的な計画につきましては、昨年、平成２６年度

の４月に都市計画決定の変更をしておりまして、

これについては７２３ヘクタールを今後公共下水

道で整備していきたいという目標を掲げておりま

して、まだ実際供用開始しているのが２５９ヘク

タールでございますので、まだまだ大分整備をし

なければならないということになってございます。 

 今の状況からいきますと、実際財政状況も厳し

くございますので、果たして７２３ヘクタール、

これはおおむね平成３０年を目途の形の計画を進

めているところでございますが、また、途中のい

つかの時点で、また区域の、この公共下水道の区

域の見直しというのも必要な時期が来るのではな

いかなというふうに考えているところでございま

す。当面は、平成２６年度に都市計画決定をしま

したこの７２３ヘクタールの計画に基づいた形で、

下水道課としては進めていきたいというふうに考

えているところです。 

 また、２点目の御質問でございます。公共下水

道の処理区域内のところにつきましては、整備を

したら下水道に接続しなければならないというふ

うに法で位置づけられておりますが、既に合併浄

化槽が設置されているところ等もございますので、

この件につきましては、私どもは各個別的に回り

まして、実際合併浄化槽を使用されている費用等

と下水道に接続された場合の使用料等の比較等を

示しながら、各個人の方々には下水道の推進を進

めているところでございまして、私どもが強制的

に合併浄化槽のところを接続しなさいということ

は余り言えない部分があると思いますので、そこ

ら辺は地区住民の方々と説明をしながら、理解を

いただいた上で公共下水道に接続していただいた

らいいのかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。平

成２６年度の都市計画決定の内容はわかりました。

７２３ヘクタールまで広げていくと。 

 ただ、先ほど私が申しましたように、今後、高

齢化が進む中で、これが本当に現実的なのかなと

いう思いは私もあります。それもあって、市長が、

最終的にはやっぱり下水道区画を広げるよりは、

合併浄化槽でいったほうがいいんではないかとい

う答弁をなさった、その背景があるんだろうと思
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いますが。いずれにしましても、今の時点ではま

だ拡大していくという方針が残ったままですから、

それはそう今この場では答弁されないといけない

んでしょうけども、下水道課さんとして、それは

やはり現状をやっぱりつぶさに見ておられるのが

皆さんですので、その現状ときちんと対峙した上

で、今後は、今のままいくべきなのか、やっぱり

方針変更をどっかでかけるべきなのかというのは、

適切な御判断を早いうちにされたほうが私はいい

んではないかと。やっぱ現状との乖離があると思

いますので、その点はお願いをしておきます。 

○水道局長（落合正浩）一般質問の中でお答え

したことは今おっしゃったとおりでございます。

昨年度の都市計画決定の変更につきましては、や

はり膨大な市街地をやっぱりこう、現実的ではな

いという形で７２３ヘクタールに縮小しましたけ

れども、それを直ちに整備するというものではご

ざいません。当面は、今天体橋通りまで整備が終

わっておりますから、それに接続する地区につい

ては、本管がそこまで来ているということと、住

宅が密集しておりますから、そこについてはエリ

アを広げていきながら、宮里処理場、今回当初予

算でお願いしましたけれども、宮里処理場の増設

と機能整備、これの効果は上げていきたいと考え

ております。 

 ただ、それ以外の地区につきましては、なかな

か公共下水道が来ないということであれば、合併

浄化槽でやはり個別的な処理をするのが妥当であ

ろうかと考えております。現在、市では既存住宅

改修補助金等もございますので、これが呼び水に

なりまして、そういう水洗化につきましても、住

民の方々、改修していただいてる部分もあります。 

 ですから、今言いますように、まず整備された

平佐地区の加入を促進することと、それに接する

新たな、必要最小限の区域を見きわめるというこ

と、そして、それ以外の地域は合併浄化槽を推進

していく、そういうことで整備率を高めていきた

いと考えてるところでございます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。い

ずれにしても、生活排水の処理率をどれだけ上げ

ていくんだというところが、そういうのを推進す

る力になると思うんですね。それがやっぱり年間

を通して１％とか２％とか４％とか、もうそうい

う数字では私はもう全然駄目だろうと思います。

それはもう皆さん、所管される皆さんがどうそこ

はお考えになるかということになりますので、ぜ

ひ、そこの目標をきちんと、もうちょっと高い目

標を立てていただいて、それに向かってどういう

進め方をすればいいかと、それを積極的にやっぱ

推進されることをお願いをしておきます。 

 終わります。 

○委員（大田黒 博）１点、集落排水の、今祁

答院地域ですかね、管理における施策といいます

か、そういうもので各個別で入っておられますが、

ちょっと市民から、住民から、何のためのものな

のかちょっと確認があるもんですから、今のちょ

っと進捗状況と、ここ進んでるのか、大変なんじ

ゃないかなと思う中に、少し進みぐあいを教えて

いただけませんか。 

○下水道課長（徳重勝美）今、祁答院地区の処

理区域内のところの下水道がもう整備されており

まして、つないであるところがありまして、実際

台帳が完全に整備されておりませんで、宅内の下

水道の環境がどういうふうに入っておりますよと

いう図面がございません。でありましたものです

から、これは何とかしないといけないということ

で、６月から、実際、今上下水道組合の職員の方

に２名で現地の調査をしていただいて、図面の作

成を進めているところでございます。 

 今、大体件数的に３００件ほど調べないといけ

ないんですけども、今現在、６月１６日現在で

２１４件整備状況の確認ができておりまして、約

７０％の進捗というふうに聞いております。今後

また、今まだ全部完成しておりませんですので、

ちょっと当初は６月までにということで話をして

いたんですが、これはちょっと雨等の関係やらい

ろいろありますもんですから、また大分延びるよ

うでございましたら、地区の会長さん等に説明し

て、再度また引き続き調査させていただきたいと

いうふうに考えているところです。 

 済みません、ちょっと私、調査をされている組

合が、管工事業協同組合の方にお願いしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）委員長、ちょっと協議会

に切り替えてもらえませんか。 

○委員長（宮里兼実）協議会に切り替えます。 

    ～～～～～～～～～～ 

    午前１１時   休憩 
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～～～～～～～～～～ 

午前１１時２分 開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）本会議に戻します。 

ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設政策課の審査

を行います。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）それでは、付託された議

案はありませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）建設政策課です。

建設政策課は、本年４月１日の機構改革により、

用地課と統合されました。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 それでは、今回は、南九州西回り自動車道につ

いて２点ほど御報告いたしたいと思います。 

 まず、１点目でございます。ことし３月７日の

川内隈之城道路、薩摩川内高江インターチェンジ

から薩摩川内都インターチェンジ間の開通に伴う

交通量調査結果について、鹿児島国道事務所が

４月１７日に公表しておりますので、その内容に

ついて簡単に御説明いたします。 

 別冊となっております建設水道委員会資料、建

設部の１ページをお開きください。 

 まず、調査日でありますが、開通前が本年２月

２５日水曜日と開通後が同３月１１日水曜日の二

日間であります。 

 調査地点でありますが、資料の地図に緑の線で

表示してあります、断面１の薩摩川内水引イン

ターチェンジから薩摩川内高江インターチェンジ

間、断面２の薩摩川内高江インターチェンジから

薩摩川内都インターチェンジ間、断面３の薩摩川

内都インターチェンジ以南の自動車道及び国道

３号の合計６地点であります。 

 調査結果でありますが、資料の上のグラフに各

断面の２４時間交通量をグラフ化しております。

棒グラフの黄色が国道３号、赤が自動車道の交通

量になります。 

 まず、断面１では、国道３号の交通量は、一日

当たり１万６,９１１台から１万５,１０３台と、

１,８０８台、約１１％減少し、一方、自動車道は

１,５１８台から５,１１３台と、３,５９５台増加

しております。 

 次に、断面２では、国道３号の交通量は１万

９,３８７台から１万６,５００台に、２,８８７台、

約１５％減少し、自動車道は１,９７４台の交通量

となっております。 

 次に、断面３では、国道３号は３３６台減少し、

自動車道は８６７台増加しております。 

 また、公表はされておりませんが、断面２の市

外部の国道３号では、大型車、長距離トラック等

だと思いますけれども、交通量が約３５％減少し

ているとのことであります。 

 今回、国道３号の全ての地点で交通量が減少す

る結果となり、特に断面２の市街部では大型車な

ど大幅な減少となっていることから、確実に国道

３号の渋滞緩和が図られ、交通安全にもつながっ

ているものと考えているところであります。 

 一方、断面交通量については、断面１で約

１,８００台、約１０％、断面２で約２,１００台、

約１１％、断面３で５００台、約３％増加してお

り、交流人口や物流が活発化したものと思われ、

開通の効果が確実にあらわれた結果となっており

ます。 

 なお、断面交通量とは、二つの地点の間に一つ

の断面を想定し、その断面を通過する全体の交通

量ということであります。 

 今回は開通後五日目での調査であったことから、

３箇月余りが経過しております現時点での効果に

ついてはさらに向上しているものと思われます。 

 また、先日の一般質問で、自動車道が整備され

るにつれ国道３号の交通量が減り、結果、商店街

の衰退につながるのではないかとの御指摘等もあ

りましたが、今回減少した交通量については、開

通前も大半が国道３号を通過するだけの交通量で

あったと想定されることから、今回減少したこと

が直接商店街の衰退につながるものではないとい

うふうに考えているところでございます。 

 それでは、資料の２ページをお開きください。 
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 次に、２点目でありますが、懸案となっており

ました阿久根インターチェンジから薩摩川内水引

インターチェンジ間について御説明いたします。

資料の文字等小さくて申しわけありません。 

 本区間につきましては、御存じのとおり、本年

４月９日、国の予算成立に伴い、阿久根川内道路

として正式に事業化が決定し、今年度は事業費

１億円が計上されているところであります。 

 本区間は、資料上の地図に赤で表示してありま

す、阿久根市鶴川内から薩摩川内市水引町までの

延長２２.４キロメートルの区間で、事業費は、

４車線整備時で１,０５０億円となっております。 

 資料下の図でありますが、基本設計段階での橋

梁やトンネルの位置及び延長をお示ししたものに

なります。 

 本線上の主な構造物は、橋梁が、阿久根イン

ターチェンジから仮称西目インターチェンジ間に

４橋、３５メートルから１４０メートルのもの、

仮称西目インターチェンジから仮称大川インター

チェンジ間に４橋、７６メートルから２１７メー

トル、仮称大川インターチェンジから仮称湯田西

方インターチェンジ間に１１橋、５９メートルか

ら３１３メートルのもの、仮称湯田西方インター

チェンジから薩摩川内水引インターチェンジ間に

３橋、５６メートルから２４０メートルのもの、

あとトンネルが、仮称湯田西方インターチェンジ

から薩摩川内水引インターチェンジ間に２本、

１,２０４メートルのものと５１５メートルのもの

が現在計画されているところであります。 

 道路の構造別では、全体延長２２.４キロメート

ルのうち、土工延長が１７.５キロメートルで全体

の７８％、橋梁延長が３.２キロメートル、２２橋

で１４％、トンネル延長が１.７キロメートルで

８％となっております。 

 次に、今後のスケジュールでありますが、資料

の右下に、阿久根川内道路の事業の流れをお示し

しております。阿久根川内道路は、ことし４月

９日の新規事業化を受けまして、今年度は、３段

目の測量・道路設計のうち、路線測量が予定され

ているところであります。７月には測量立ち入り

のための地権者説明会を開催し、その後、８月中

旬から現地測量に着手することとなっております。

来年度以降につきましては、３段目の道路設計、

４段目の用地幅ぐい打設、５段目の用地調査及び

用地測量が行われ、６段目の用地買収、７段目の

工事に入っていくことになります。 

 なお、道路設計、用地買収、工事着工のそれぞ

れの段階において説明会等が開催されることとな

っております。 

 市としましては、これらの地元調整を行うとと

もに、一年でも早く工事に着工していただけるよ

う、国が行う用地買収等の業務に積極的に協力し

ていきたいと考えております。 

 最後に、本市と阿久根市で７月９日（１６ペー

ジの発言により訂正済み）に設立を予定しており

ます、阿久根川内道路建設促進協力会主催により

ます着手式を、今は着手式と言ってるんですけど、

セレモニーになるかもしれませんが、それを

１０月に計画しておりますので、議員の皆様方に

も御出席いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）２点あります。この阿久根

川内道路が、今総工費が１,０５０億と、それはフ

ルに４車線でいったときという前提だったんです

けど。現実的には用地買収は４車線でされるとは

思いますが、対面通行という形で最初は通される

んだろうと思うんですが、それが１点目です。 

 ２点目が、その総工費の１,０５０億なんですね。

東京代々木の国立競技場が、当初１,３００億が今

２,５００億だと言ってまして、無責任な方の発言

を聞くと、最終的には３,０００億超えるんじゃな

いかと言われておりますが、いろんな、今土木関

係の資材の高騰ですとか人件費の高騰ですとか、

そういうのがあって、非常にその辺は不安定だと

思うんですけど、１,０５０億が上がっていくこと

によって、値段が、工事も進捗が遅れるだろうと

いう危惧をしてまして、その辺の見通しは心配は

ないのか、これ２点目です。 

○建設政策課長（須田徳二）ただいま２点御質

問でした。 

 １,０５０億というのは４車線整備時の事業費で

ありまして、当面は対面交通、暫定２車線の整備

になるんじゃないかということでありますけども。

前回もちょっとそういうあれがありましたけれど

も、最初２車線を先に整備をして、とりあえず開
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通させた後、交通量を見て、４車線にしていくと

いうことが国のほうからは聞いているところであ

ります。 

 あと、事業費の関係ですけれども、国立競技場

の話じゃないですけども、向こうのほうについて

は特殊な構造であったり、いろんなもろもろの条

件があってそういった形になって、ああいった形

になっていると思いますけれど。自動車道の場合

は基本的に構造そのもの、現時点での単価とかそ

ういうやつを計算した上で１,０５０億という試算

が出ております。委員おっしゃいますとおり、今

からどんどん物価上昇とか、そういうなやつを考

えられるかもしれませんけど、５年ごとに事業費

の見直しを行う事業評価をされまして、その都度、

その事業費が必要に応じて変更されたりする場合

はありますけれども、現時点でそれがどうなるか

というのはこの場ではっきりとしては言えない状

況です。 

 以上です。 

○委員（新原春二）１点はもうお願いなんです

けども、今までもう水引までつながってたわけで

すけども。やっぱり我々もお願いをして、こうし

てつくっていただくちゅうのはもう十分理解はし

ております。 

 ただ、自分の庭先を通っていくわけですので、

そういう面では市としてもきちんとやっぱり物を

言えるところは言ってほしいんですけども、一番

問題なのは水処理なんですよね。今までもあって、

どうも後手後手に回っているような気がするもん

ですから、設計段階で水を落とすところはもう決

まってるんだと思うんですよ。その終末をきちん

としていかないと、工事が全部終わってからした

んでは、まだ、市が全部負担をすると、市が負担

をせにゃいかん部分もあると思うんですけども。

ここまでは国がするよ、ここまでは、これから先

は市がするよちゅう一つのシステムをきちんとつ

くっていただきたいな。地元からもうこれはいか

んどちゅうことで要望が上がってからでは、やっ

ぱりお互いにおもしろくないですので、せっかく

いいものをつくっていただくんですので、その点

はよろしくお願いします。 

 もう一つは、騒音の問題で、水引地区で今騒音

の問題で、騒音があるんだけども、どうにかして

ほしいちゅう要望が今上がってきているんですよ

ね。それには規定があって、何ホンまではする、

何ホンまではしない、どういう処置をしていくち

ゅうことは恐らく総体的な基本で決まってると思

うんですけども。そこら辺の地元説明がなかなか

なってないので、つくってからそれをまた設置を

するちゅうのは大変な時代ですので、どうせもう

住宅街を通るのはもうはっきりともうわかってま

すので、そこら辺をきちんと前どりで市の要望と

して上げていただきたいということをお願いをし

ておきます。 

○建設政策課長（須田徳二）ただいまの御質問

ですけれども、前回も申したと思っておりますけ

れども。やはり私も来てから、そういった今委員

からあったような苦情、要望等がたくさん出てき

ております。 

 そういう中で、国道事務所のほうに言ってるの

が、設計段階で、今言われるような形で説明をじ

っくりとして、お互いが納得した上での設計をつ

くってくれということで要望は今しておりますの

で、先ほど説明をしましたけれど、設計の段階で

も当然そういった説明会がありますし、関係機関

との調整も当然今回もしっかりとした形でやって

いきたいと考えておりますので、その点は御理解

いただきたいと思います。 

 あと、もう１点の騒音の関係で、隈之城のほう、

高江のほう出ております。設計段階と実情がどう

かということで、今回調査をしていただくように

なっております。 

 ただ、議員からもありましたとおり、何ホン以

上、個人が感じる、要するにそういった騒音にな

ってくる関係で、もう個人がうるさいからつける

というような話には当然ならないので、その辺の

ところは地元の方にしっかりと説明していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

○建設政策課長（須田徳二）済みません、いい

ですか。先ほど説明の中で、ちょっと日にちを間

違ってたもんですから、訂正させていただいてよ

ろしいでしょうか。 
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○委員長（宮里兼実）はい。 

○建設政策課長（須田徳二）協力会の設立のと

ころで、「７月の８日」って言ったということで、

「７月の９日」の間違いでした。訂正お願いいた

します。済みません。（１４ページで訂正済み） 

○委員長（宮里兼実）はい、わかりました。 

 それでは、以上で、建設政策課を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設整備課の審査

に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）それでは、付託された議

案はありませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）おはようございま

す。４月に参りました吉川です。よろしくお願い

いたします。 

 建設整備課からの所管事務を２件ほど報告した

いと思います。内容は、平成２６年度からの繰越

明許費と現年予算の工事費等の執行状況について

報告いたします。 

 まず初めに、平成２６年度からの繰越明許費の

工事費等の執行率ですが、約８８％であります。 

 次に、現年の予算の工事等の執行率であります

が、約１３％であります。新年度の４月から、測

量設計の業務委託を先行して発注する方向で業務

を進めております。委託費の執行率は約６３％に

なっております。今後は、工事等について早急に

発注するように努めてまいりたいと思います。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設整備課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設維持課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第８０号一般会計補正予算を議

題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

８０号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算

の建設維持課分について御説明申し上げます。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、予算に

関する説明書の２６ページをお開きください。 

 ８款３項１目河川総務費、補正額２,６００万円

で、補正後の合計が１億４,１８６万８,０００円

となっております。これは、右側の説明欄に記載

のとおり、急傾斜地崩壊対策事業に伴う工事請負

費２,６００万円で、県より２箇所分の追加の内示

を受けたものでございます。内訳としましては、

昨年度からの継続箇所であります、楠元の池平地

区と湯田町の牛峯地区の工事に係る経費でござい

ます。 

 なお、予算概要の１１ページにも記載されてお

りますので、御参照ください。 

 続きまして、同じページをお開きください。

８款３項２目河川改良費、補正額４,５００万円で、

補正後の合計が４,７００万円となっております。

これは右側の説明欄に記載のとおり、特定離島排

水路整備事業に伴う工事請負費であります。内訳

としましては、甑島の里地区の排水対策のため、

側溝水路を整備する経費でございます。この事業

につきましては、平成２２年から平成２９年度に

かけまして事業を実施してまして、全体事業費が

約２億４,７００万円でございます。平成２６年度

までの進捗率が事業費ベースで約５５％でござい

ます。平成２７年度の予算を執行しますと、約

７２％の進捗率となります。 

 なお、詳細につきましては予算概要の６ページ

に記載されておりますので、御参照お願いいたし

ます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。

１０ページをお開きください。 

 １６款２項６目土木費補助金の２節河川費補助
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金、補正額４,９００万円で、補正後の合計が

６,４５３万７,０００円となっております。これ

は右側説明欄に記載してありますが、先ほど歳出

の中で御説明させていただきました、県からの急

傾斜地崩壊対策事業補助金の１,３００万円の、補

助率が５０％でございます。それと、特定離島ふ

るさとおこし推進事業補助金の３,６００万円の、

これにつきましては補助率が８０％でございます。

その合計４,９００万円でございます。 

 以上で、建設維持課に係る平成２７年度一般会

計補正予算の説明を終わります。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（新原春二）今急傾斜地の関係で事業は

進んでいるんですけども、あと今年度２件ほどさ

れるちゅうことで、今後の見通しとして、どのく

らいの急傾斜地の要請が今維持課のほうに上がっ

てきてるんですか。まだかなり数があるんですか

ね。わかってたら数字を教えてください。 

○建設維持課長（永田一朗）本年度、当初予算

で平成２７年度については３箇所、山之口、山田

下、喜入２地区を当初予算でやろうという形で、

今回補正で２箇所、この２箇所を一応実施する予

定でございます。まだ平成２８年度以降につきま

しては、要望の部分でまだ着手してない部分がま

だ６地区残っている状況で、その６地区について

今後実施していこうという形で考えてございます。 

○建設部長（泊 正人）少しつけ加えますと、

今残りが６地区ということで県には申請をしてあ

るんですが、県内でこの急傾斜事業、非常にたま

が、要望が多くて、実際は要望事業ですので先に

しないといけないんですけども、もう今はちょっ

と被災があったところを優先していくという形で

いってまして、幸いに北薩地区にはかなり予算が

ついてきてるんですけれども。今後も、今６地区

出してあるんですけども。今後の、梅雨もまだ終

わってませんけども、台風なんかで新たにちょっ

とひどいのが来ますと、そっちを先に優先すると

かそういうのも出てくると思っております。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）急傾斜地でちょっと、要望

が出てると思うんですけど。先ほど６件て言われ

たんですけど、冷水地区のあれは聞いてらっしゃ

いますか。冷水地区も完全に崩れて、石が、岩が

落ちてきてるが、それちょっと教えて、現状。 

○建設維持課長（永田一朗）ことし崩れたとい

うことで、一応現場のほうについても県のほうに

見ていただいて、今確認をしていただいたところ

ですけど。ただ、本課のほうの、砂防課のほうの

意見をちょっと聞かないとわからないということ

で、今待ちという形で。この件数の中には、済み

ません、まだ入れてございません。よろしくお願

いします。 

○委員（川畑善照）民地ということですけれど

も、やはり民地が今度は道路を隔てて、急なまた、

道路の下もまた境になってますので、民地であっ

てもそういうのはやっぱり可能なんですかね。 

○建設維持課長（永田一朗）急傾斜地崩壊対策

事業というのがありまして、その中の採択の案件

がございます。一応被災に係る部分の中では、急

傾斜については５戸以上、それとあと、急斜の角

度があります。角度について、それ以上でないと

駄目ですよと、そういう部分の採択要件等があり

ます。その部分も含めて、今県のほうに現場を見

て、本課のほうに確認をさせていただいている状

況でございます。 

 あと、土地につきましてですけど、土地につき

ましては、民地のほうを寄附していただいて、そ

の同意が得られないことには着手できないという

形になってございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第８０号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会の付託分につ

いて質疑は全て終了したので、これより討論、採

決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設維持課長（永田一朗）ここで、建設維持

課のほうから１点ほど所管事務の報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 平成２７年度に入りまして、６月２日から梅雨

前線による豪雨が今続いておりますが、その被災

状況についてちょっと報告をさせていただきたい

と思います。 

 あいにく公共災害については、大きな公共災害

については今のところはありませんでした。それ

で、小さい単独災害について４件ほどあります。

それとあと、機械借り上げ等で、これについては

のり面の崩土だったりとか、あと落石、倒木があ

った部分について１５箇所あります。それとあと、

路面の砕石が流出したことによって、それについ

ては維持修繕等で対応できる部分が２箇所ありま

した。全部で２１箇所程度被災があったところで

ございます。 

 あと、通行どめの関係でございますけど、片側

通行が１回、それであと全面通行どめが３箇所あ

ります。その部分については、全て崩土を除去し

まして、交通を供用できるような形で復帰をして

いるところでございます。 

 それとあと、市内各地に臨時ポンプを設置して

いるんですけど、湯田川の横にある、岩下焼山線

のところに臨時ポンプを置いてあるんですけど、

網津川でした、網津川のほうですけど、その横に

置いてあるんですが、そこの部分の運転を３回ほ

ど運転した状況でございます。 

 最後に、今後とも引き続き梅雨の対応、あと梅

雨が明けてから、また今度は台風災害等に対する

迅速な対応に努めるとともに、あと道路・河川等

の維持管理、それとあと災害防止のための対策推

進に今後も努めてまいりたいと考えております。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）これは部長にお願いした

いんですが、考え方をちょっと教えてほしいんで

すが、県河川が主です。県の寄州除去において、

４年前ですかね、三十数億の予算がついてずっと

来て、あと今年度、あと１年ですかね、それを含

めて、県河川の河川敷において、ここを払ってく

ださいということを含めてお願いすると、１回、

県においては４０万、５０万ぐらいかけてしてい

ただいたんですが、今後は予算はありませんと。

自分たちでそれだけはやってくださいということ

でしたので、地区コミを含めて、どうしたらいい

かという議論になりまして、一つ、支所に確認し

たり、これ今までの経緯を含めて、ずっと河川敷

のあり方、利用、活用を含めて、あそこの河川敷

の広いところであれば、ゲートボール場とかそう

いうものをつくって、自分たちで管理というもの

は可能ですよということも言われてるんですが、

そこに実際ほんなら、地区コミで消防団の操法訓

練等の設置してしたならという意見も出たもんで

すから、それを含めて可能なのか、消防局に聞い

たりもしたんですけども。場所によってはコンク

リをはるのはどうのこうの言われたりしてるんで

すけど、どうも目的に対して大変困ってる状況な

んです。 

 それを含めて、ずっといろんな問題点が河川敷

において出てきてるんですが、そこまで水が来る

と河川敷においてはもう水であれしてしまうんで、

また清掃なり管理はしていかなきゃいけないんで

しょうけども。通常そこまで水位が上がってこな

いとすると、そこは利活用できるということで、

そういうものに対してどうなのかというものを検

討したいということだったんですけど。どこまで

線が引かれていて、河川敷に対して利用するあれ

があるのか。 

 やっぱり放っておくと、それなりにまたずっと

１年ぐらいしますとすごい量になりまして、そこ

はもう手つかずになってしまって、また腐れかか

ってしまうちゅう状況にはなると思うんですけれ

ども。考え方として、そういうゲートボール場あ

るいはそういうものに利用できるのか、消防の操

法訓練、簡易なものですけど、そういうものに利

活用しながら、河川を含めて管理ができる状況を

つくれるのか、その辺は何かありますか。 

○建設部長（泊 正人）県河川の全体的な話で、

最初言われたとおり、要望に行くけど、お金がな

いということで伐採はできませんと。もう私ども
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が言っても、最近は非常に厳しい部分があります。

護岸をしたり、いろいろ堰をしたりとか、そうい

う構造物をつくるというのは、投資をしても永遠

ちゅうか、かなりずっと効果が発揮されるんです

が、伐採になりますと、伐採もかなりの費用がか

かる割にはもう１年ぐらいでまた生えてくるとい

うことで、その投資効果が薄いというような考え

方もあるんだろうと思いますけれども。それと景

観とはまた別なんじゃないんですかという話はし

て、少しでも予算をとってくださいということで

言ってあります。 

 寄洲除去についても、平成２７年度で終わりま

すので、４０億が終わりますので、また今後もま

た要望していかないといけないというのはござい

ます。 

 それと、今委員が言われたのは、支所の下流の

広いゴルフ、東建があった時に駐車場にされた、

あそこのことだろうと思いますので、あの辺につ

いては、川内川の洪水時期と同じような考え方だ

と思います。国と県の違いはあると思いますけれ

ども、また一緒にでも振興局に行って、そういう

利活用のために地元も頑張るから、何か手を入れ

てくれんかという話で、要望に一緒に行かせてい

ただければと思います。 

○委員（大田黒 博）ありがとうございます。 

 １点だけ、合流地点で、この前、寄洲除去の県

の事業で、少し河川敷を越えて二、三メーターぐ

らい砂が上がってて、それをとったんですけど、

雨期にひっかかってしまって、終わりましたちゅ

うて、またその住民が大田黒さんよかったですち

ゅうことで見に行ったんですが、また上のほうの

寄州がまた流れてきて、結局一緒なんです。何な

んだちて怒られましたけども。県のほうに言いた

かったんですけど、ちょっと委員会で今ちょっと

出して、今部長が言っていただいたそういうもの

を見ながら、また県のほうに何とかいい方向での

そういうものをお願いしたいなと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設維持課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、都市計画課の審査

に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）それでは、付託された議

案はありませんので、所管事務調査を行います。 

 当局の説明を求めます。 

○都市計画課長（山村昭一郎）所管事務調査に

つきまして、２件報告させていただきます。 

 まず１件目は、薩摩川内市ふるさと景観計画の

変更についてでございます。委員会資料の３ペー

ジをお開きください。 

 本市の景観形成に対する取り組みにつきまして

は、平成２１年３月に策定しました、こちらの薩

摩川内市ふるさと景観計画に基づきまして、これ

まで取り組みを進めてきているというふうなとこ

ろでございます。 

 この景観計画の変更につきまして、先月に各委

員のほうにこちらのペーパーをちょっとお配りさ

せていただいたんですけども、この計画の期間が

平成２６年度までというふうになっていたこと等

から、大きな変更はございませんけれども、この

計画期間の変更及び平成２１年につくった策定か

ら現在までの状況の変化等に合わせて、追記・修

正等の見直しを行ったところでございますので、

ポイントを絞って御説明させていただきます。 

 変更点としましては大きく４項目ございます。 

 一つ目としまして、計画期間の変更でございま

す。第２次薩摩川内市総合計画の基本計画の前期

５年に合わせて、平成２７年度から平成３１年度

までの５年間としたものでございます。 

 また、二つ目の変更といたしまして、上位計画

である総合計画の基本理念や将来の都市像等を景

観計画にも掲載をしていたというふうなところか

ら、第２次薩摩川内市総合計画の策定を受けて、

基本理念、それから将来都市像の記載につきまし

て修正をしたものでございます。 

 三つ目といたしまして、甑島の長目の浜周辺地

区につきまして、平成２５年７月に、景観法第

７４条に基づく準景観地区として指定を行ったこ

とから、景観形成の方針等について、平成２７年

３月に国定公園の指定を受けたことを含めて、記
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載の修正等を行ったものでございます。 

 四つ目といたしましては、景観重要資産等の指

定について追加したほか、景観法の一部改正に伴

う条項の修正を行ったものでございます。 

 以上の４点が、薩摩川内市ふるさと景観計画の

変更内容でございます。 

 この景観形成業務の推進につきましては、市民

と一緒になって、景観資源の保全や活動を行い、

次世代に引き継ぐためには、啓発活動を含めたさ

まざまな取り組みが重要であると考えることから、

今後も計画に沿って進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 簡単でございますけれども、薩摩川内市ふるさ

と景観計画の変更の報告は以上となります。 

２件目の報告でございます。 

 資料はございませんけれども、指定管理者の辞

退というふうなことについて報告させていただき

ます。 

 川内駅西口駐車場管理運営につきましては、ま

ちづくり薩摩川内が指定管理者として行っており

ますけれども、既に御承知のとおり、薩摩川内市

観光物産協会と１０月１日に合併することとした

契約が去る６月１２日に締結され、それに伴い、

同日付でまちづくり薩摩川内から指定管理者の辞

退の申し出があったことを報告いたします。 

 １０月１日以降は、株式会社薩摩川内市観光物

産協会が存続法人として業務の一切を引き継ぐこ

とから、指定管理候補者として、合併後の運営に

おける経営実態の継承及び事業の同一性の確保の

確認を行うため、薩摩川内市観光物産協会を指定

管理者の申請者として選定委員会を開催し、指定

管理者の指定議案として９月議会に上程予定でご

ざいます。 

 なお、９月３０日までは株式会社まちづくり薩

摩川内が指定管理の業務を担うこととなっており

ます。 

 以上、簡単ではございますが、指定管理者の辞

退に関する報告は以上でございます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）最後の指定管理者の件で、

９月の本会議はたしか１０月の頭、第１週ぐらい

までかかりますので、ということは、本会議最終

日での議決では間に合わんということになります

ね。ので、早いうちの提案という形をされますよ

ね。確認です。 

○建設部長（泊 正人）事務局と調整をさせて

いただきたいと思います、日程の関係について。 

○委員長（宮里兼実）ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、都市計画課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、入来区画整理推進

室の審査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）それでは、付託された議

案がありませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）所管事

務調査の前に、今回二人とも異動になりましたの

で、簡潔に挨拶をさせていただきたいと思います。 

 ４月に耕地課のほうから参りました、室長の引

地です。隣が、同じく４月に参りました、下甑の

ほうから参りました、グループ長の納でございま

す。今回二人とも異動でかわりまして、説明にふ

なれな点があるかもしれませんけれども、よろし

くお願いをいたします。 

 それでは、図面を見ていただきながら、本年度

の事業実施計画箇所の説明と、これまでの予算の

執行状況について簡潔に報告をいたします。 

 まず、本年度の工事の計画ですが、温泉施設湯

之山館が完成をしまして、４月４日にオープンを

しております。本年度はこの温泉施設の周辺、赤

の点線で囲ってある部分を整備をする計画であり

ます。この温泉施設の後ろに旧柴垣湯がまだ残っ

ておりますので、これを解体した後に道路整備、

それと造成工事を計画をしております。 

 道路整備につきましては、市道駅前温泉場線か

ら湯之山館へ通ずる道路、本町通線ですが、これ

を整備をして、湯之山館への経過路として利用で

きるように整えることとしております。それから

造成工事ですが、この道路整備とあわせまして、
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周辺の造成工事を計画をしているところでござい

ます。黄色の部分でございます。 

 以上で、工事の計画については終わります。 

 続きまして予算の執行状況ですが、工事につき

ましては現在発注が３件発注をしておりまして、

金額で９５０万１,０００円、うち完成が２件完成

をしております。それと、建物の移転補償につき

ましては、６件契約をしておりまして、金額で

１億３,９４８万６,０００円を契約をしておりま

す。うち１件が移転を完了しております。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）今説明が、湯之山館から

柴垣湯のあそこを壊して、あそこは何になるんで

すか、あの手前ずっと、道路の入り口から、黄色

い。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）黄色の

部分は一般的な住宅として造成いたします。温泉

施設はもう今湯之山館のほうに移っておりますの

で。 

○委員（大田黒 博）わかりました。 

 それと、あそこに湯之山がありますよね。あれ

が大分土地がこう上がってます、２メーター、

３メーターぐらい。あそこの竹山ですかね、あり

ます、湯之山に通ずる、あれは何か計画はあるん

ですか、その辺を教えてください。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）湯之山

につきましては、やっぱり地元の地区コミがやは

り主体となって今公園の整備を進めておりまして、

入来区画としては、それにお手伝いできるところ

は何らかの形でお手伝いをしないといけないかな

と思っております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）済みません、アゼロか柴垣

かちょっと、柴垣のほうですね、泉源が残ります

よね、今の建屋、済みません、旧建屋の前に。そ

こを埋めたときに、その泉源というのはそのまま

ずっと埋まった、民有地の下に泉源があるという

形になるんですけど、それはそれで法的には問題

ないんですか。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）泉源は

泉源としてずっと造成の高さまで持って上がりま

して、泉源の敷地は確保しております。 

○委員（新原春二）さっきの大田黒委員のこと

に関連をして、黄色の部分がありますよね。６戸

の住宅移転をするということになりますが、その

６戸の移転の関係について、もとどおりに帰って

くると思うんですけども、あと残地はどのくらい

残って、その残地をどうされるのか、残地は残る

んですかね。 

○委員長（宮里兼実）わかりますか。 

○委員（新原春二）後で報告してください。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）はい。

今ちょっと資料を持ち合わせておりません。 

○委員長（宮里兼実）後で報告をお願いします。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）はい。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。御

苦労さまでした。 

○委員長（宮里兼実）ここで休憩に入ります。 

       ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５６分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５８分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）午前中に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、区画整理課の審査

に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）それでは、付託された議

案がありませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、前の図

面にて、現在の進捗状況について御説明をさせて

いただきます。 

 現在、天辰第一地区と第二地区の事業について

の状況を説明させていただきます。 

 まず、繰り越しからでございますが、現在

５３％程度の発注でございまして、８月中に
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１００％の発注を目指して現在設計をしておりま

す。 

 まず、今、第２立山橋の下部工を発注しており

まして、８月の後半には完成予定でございます。

これにつきましては繰り越しでございまして、上

部工をその後かけるというような形で今段取りを

しているところでございます。 

 それから、この赤のところなんですが、ここに

つきましても、宅地の造成と道路築造工事を現在

発注しておりまして、来月ごろから現場に入るよ

うな形で、１０月ごろには完成をするような形で

進めているところでございます。 

 それから、本年度でございますが、本年度は新

立山橋の工事を発注する予定なんですけども、国

の内示額が若干不足しておりまして、９月補正で

御相談をさせていただいた後に上部工をかけたい

ということで、これにつきましても、もう設計を

して、発注段階までの形で進めているところでご

ざいます。 

 あと、田麦公園につきましても現在設計中でご

ざいまして、早目に、８月ごろには発注をしよう

というような形で進めているところでございます。 

 それから、二地区につきましては、現在河川事

務所と協議をいたしまして、河川公管金につきま

して、この河川に係る分の既定の分なんですが、

そこにつきましても、建物調査等を現在６工区に

分けまして発注をしております。これにつきまし

ても、年内にある程度の調査を進めていきたいと

いうことと、河川事務所につきましても、この河

川の引き堤になるんですが、これにつきましても

１０月ごろ本格的に堤防の設計を発注するという

ような形で協議をさせていただいているところで

ございます。 

 それから、二地区の都市計画決定なんですが、

これにつきましては、去る６月の１７日に市の都

市計画審議会に諮問をさせていただきまして、都

市計画決定に向けて現在進めております。それか

ら、７月の１７日に県の都市計画審議会に報告を

して、８月の中旬ごろに都市計画決定というよう

な形で現在進めているところでございます。 

 それから、持原議員の一般質問でもあったんで

すが、５７ブロックを現在造成をしておりまして、

これにつきましても、企画政策課を交えまして、

今後売却の方向で進めていくというような形に今

現在なっております。今まで農地で地目変更がで

きないというようないろいろな問題がありまして、

おおむね整地が済んだということで、法務局と協

議をしましたところ、仮換地の前の土地が宅地に

なって、新たなところが宅地になるということで、

地目を宅地にできるというような形で、現在、分

筆作業をしまして、登記を直す手続きをしており

まして、これが大体８月ごろには完了しますので、

その後、地目変更の手続きを進めていくというよ

うな形で現在行っております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（新原春二）今の市の土地の、持原議員

が言われましたあの土地のその売却の方法なんで

すが、完全にもう区画を割って売られるのか、工

業用地なんかとしてちょっと広めに売られるのか、

そこら辺の考えはどうですか。 

○区画整理課長（川畑 稔）そこについてはま

だ詳細に決定してませんので、今後、企画政策課

と財活と協議を進めて方向性を決めるということ

で、区画整理課としては、まず面的な整備をして

引き渡すような形で。ただ、あの中に４,３００平

米程度右側に保留地がありますので、それも含め

て、今後どのような売却をしていくかということ

で協議を進めていく形になっております。 

○委員（新原春二）区画整理で整理をするんじ

ゃなくて、一応財活に上げて、財活で処分をして

いくちゅう方法で間違いないですか。 

○建設部長（泊 正人）一般的な宅地分譲みた

いな売却ではなくて、企画政策課のほうで窓口に

なって、何区画かわかりませんけれども、今後そ

ういう公募みたいな形でやっていくちゅうことで、

今詳細を詰めているところと聞いてます。 

○委員（谷津由尚）関連して、先般の一般質問

でも、企画政策部長のほうから売却すると。企業

誘致等々の対象ともしたいというような答弁をさ

れたわけですけども、調べましたら、ここは第二

種中高層住居専用地域になってるんですね。この

企業誘致なんていうのを、これ、この網かけを外

すということなんですか。 

○区画整理課長（川畑 稔）今のところは、網

かけはそのままの状態です。 

○委員（谷津由尚）ということは、住居専用地

域ですので、企業といっても相当制約を受けると
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思うんですけど、その制約の中でのということの

理解でよろしいですか。 

○区画整理課長（川畑 稔）申しわけないです。

今ちょっと用途の関係を調べさせてください。 

○委員（谷津由尚）済みません、その間にちょ

っと別の件で。あの地図でいって第２工区ですね、

今から引き堤をやって、市道の白浜線が真っすぐ

なるわけですけど、あの地図の一番左の端っこで

も切れちゃってるんですけど。今ちょうど白浜線

がきれいな状態で来て、道が細くなりますよね、

そこまで行くわけですか、第２工区で。 

○建設部長（泊 正人）県道の川内山崎線にな

ります。今谷津委員が言われているのは、現在東

郷のほうから２車線でできてきて、一旦下ってる

ところがありますけど、そこまでつなぐというこ

とで、県道としては整備がなされるということに

なります。 

○委員（谷津由尚）実は東郷地域の、中村町、

東郷地域の方から大変な要求をされてまして、危

ないと、バスもしかも通ると、この前ミラーがこ

すったとか言われてまして、そういう意見が多数

あって、もう早う何とかしてほしいということが

ありましたんで、わかりました、その旨お伝えす

れば安心されると思います。 

○建設部長（泊 正人）先ほど６月１７日に課

長のほうから都市計画審議会があったという報告

がありましたけれども、その委員に地域振興局の

建設部長も入っておられまして、この県道整備に

ついては理解をされておりますので、その時にも

どこまでかという話が出まして、今の回答をさせ

ていただいたところです。 

○区画整理課長（川畑 稔）先ほどの件ですが、

まことに申しわけありません。ここは準住居地域

でございまして、大抵のものは１万平米以下のも

のであればですね。店舗等の床面積が３,０００平

米以上、１万平米以下のものであれば可能という

ことになります。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかにあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、区画整理課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建築住宅課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第７８号 薩摩川内市営住宅条例の

一部を改正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）まず、議案第７８号薩摩

川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）この４月の人事異

動によりまして建築住宅課長を拝命いたしました、

福島でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議案第７８号薩摩川内市営住宅条例

の一部を改正する条例の制定について御説明いた

します。 

 資料は、議案その３の７８－１から７８－

２ページでございます。議会資料の１ページをお

開きください。 

 改正内容は、老朽化の著しい、入来町浦之名に

あります池頭住宅２棟４戸、東郷町藤川にござい

ます藤川住宅１棟２戸、東郷町斧渕にあります古

城住宅２棟５戸について、その用途を廃止しよう

とするものでございます。 

 改正後の市営住宅の管理戸数は、９４団地、

３３１棟、２,０８０戸となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（杉薗道朗）１点だけ、用途廃止をされ

て、当然老朽化施設ですから解体という方向にな

ると思うんですよね。更地にされるんだろうと思

うんですけど、その後の利活用とか、跡地をどう

いうふうにされようと考えていらっしゃるのか、

お答えください。 

○建築住宅課長（福島和朗）藤川住宅と池頭住

宅につきましては、狭小であったり、ちょっと形

がということで、建築のほうでの跡地利用という
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のは考えておりません。財産活用推進課のほうに

移管をして、その後、売却であったり、いろいろ

また検討はされると思います。 

 それと、東郷町の古城住宅につきましては、あ

る程度の面積と立地条件もある程度いいもんです

から、今具体的な計画はございませんけれども、

今後ちょっとその辺は検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第７９号 薩摩川内市一般住宅条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第７９号薩摩

川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第７９号薩摩

川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定

について御説明いたします。 

 資料は、議案その３の７９－１から７９－

２ページになります。議会資料の２ページをお開

きください。 

 改正内容は、老朽化の著しい、祁答院町下手に

あります大村一般住宅１棟１戸と、教職員住宅と

して有効活用をするため教育委員会に所管替えを

する、祁答院下手にあります下手住宅１棟１戸に

ついて、その用途を廃止しようとするものでござ

います。 

 改正後の一般住宅の管理戸数は、８７団地、

１６９棟、４００戸となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）委員会資料の

４ページをお開きください。 

 薩摩川内市川北地区借上型市営住宅の募集要領

について、概要を説明させていただきます。 

 事業の目的ですが、この事業は、公営住宅法に

基づきまして、川北地区内に、区域は後もって

５ページの図面にて説明をさせていただきます。

川北地区内に住宅を民間事業者に建設してもらい、

それを市が２０年間借り上げ、市営住宅として運

営しようとするものでございます。 

 選考方法は、応募のあった事業計画を選定委員

会で審査し、その中から１件を承認いたします。 

 募集に関する要件等でございます。敷地は川北

地区内にある敷地で、住宅建設に適した規模及び

形状のものといたします。敷地面積は、建物の階

数によって異なりますけれども、おおむね

２,０００平米程度は必要かなというふうに考えて

おります。構造は、鉄筋コンクリート造の共同住

宅とします。住戸タイプは、２ＤＫ及び３ＤＫと

します。戸数ですけれども、２ＤＫ、高齢者向け

住宅になりますが、と３ＤＫ、一般世帯向けの戸

数割合は１対２程度としたいと考えております。 

 また、敷地につきましては、基本的に１敷地を
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原則としまして、戸数は２０戸以上、４５戸以内

としますが、市としましては、４０戸前後をベス

トであるというふうに考えております。その他、

店舗及び市施設等との併設も可としております。

駐車場ですけれども、敷地内に借り上げ住戸数以

上の区画を確保していただきたいというふうに考

えております。 

 借り上げ期間は２０年間とします。借り上げ料

は、１戸当たり、２ＤＫが月額６万６,０００円以

内、３ＤＫが月額７万６,０００円以内、ただし、

全体整備戸数の平均が７万３,０００円以内、税込

みですけれども、を考えております。全て税込み

でございます。 

 ５ページをお開きください。募集対象区域は下

図の太線で囲まれた部分でございますけれども、

南は川内川、東はおれんじ鉄道、北は銀杏木川、

西は市道向田高城線で囲まれたこの区域でござい

ます。 

 今後のスケジュールですけれども、７月から

９月にかけまして、事業計画、事業者の募集を行

います。それと、７月の１６日に事業者説明会を

計画をしております。１０月から来年２月にかけ

まして、事業計画の審査を選定委員会において行

いまして、事業者の決定をしていきます。決定さ

れたところは、３月から５月にかけまして、実施

設計、確認申請等をしていただきまして、来年の

６月を工事着手、再来年２月の竣工を目指します。

そして、再来年３月に入居者の募集を行いまして、

同じく平成２９年になりますけれども、４月から

入居開始を予定をしているところでございます。 

 以上で、募集要領の説明は終わりますが、済み

ません、資料はございませんけれども、既存住宅

改修環境整備事業のリフォーム補助についての今

年度の受け付け状況を御報告をさせてください。 

 今年度は５月の１２日から受け付けを開始をし

ました。そして、６月の１１日で予算いっぱいの

申請がございましたので、受け付けを終了してお

ります。３５８件の申請がございました。 

 しかし、毎年なんですけれども、途中で工事を

取りやめたりする方が数名から１０名程度おられ

ます。そうなると、また予算が残ってしまうもん

ですから、その人の、そういうときのために

１０件だけ仮受け付け、キャンセル待ちになりま

すけれども、仮受け付けの受け付け申請を今現在

行っております。今２週間ぐらいで５件の申請が

ございましたけれども、あと５件ぐらい仮受け付

けという形で考えております。よろしくお願いし

たいと思います。 

 以上で説明と報告を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま説明がありまし

たが、これより所管事務全般について質疑に入り

ます。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）この借上型の市営住宅とい

うのは大変喜ばれていいと思うんですが、以前、

今白和にできました借上型市営住宅ですけれども、

満杯でいい状況です。 

 ただ、これを審査するときに審査会をつくられ

るんですが、この中に建築関係だけじゃなくて、

地域のＰＴＡとか、あるいは地区コミとか、ある

いは自治会とか、そういう、また学校関係、教育

委員会、そこも含めた審査会にしなければ、一方

では生徒数が減り、一方では設備投資をしなけり

ゃならないという状況が生まれているわけですね。

ですから、市民から見たら税金の無駄遣いだと、

こういう見方をする人もいるわけです。ですから、

そういうところを今後どうされる考えなのか、審

査会の問題ですね、そこを教えてください。 

○建築住宅課長（福島和朗）この件につきまし

ては、３月の議会のときも川畑委員のほうからお

願いがございまして、内部でも検討をしておりま

す。地区コミあるいは自治会の代表の方あるいは

ＰＴＡの代表の方も選考委員に入れていただけな

いかというような御要望でございました。 

 今言いました地区コミあるいは自治会、ＰＴＡ

の方、事業者の方と結構知り合いが多かったり、

事業者の方とのやっぱ利害関係者になる可能性と

いうのが高いという判断を私なんかもしてるんで

す。ほいで、この選定の中には、民間のほうから

も財務担当と建築の専門、二人の民間の方を入っ

てもらっております。建築のほうも、地元の方で

はなかなかそういうしっついかっついがあるもん

ですから、鹿児島のほうからお願いを前回もして

いるような状況で、前回御提案をいただきまして、

ちょっと検討はしたんですけれども、まことに申

しわけないんですけども、そういう事情で選定委

員のほうには、申しわけないですけれども、今回

も外していただきたいというふうな考えを持って

いるところでございます。よろしくお願いします。 

○委員（川畑善照）それはもう仕方のないこと
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で、決定されると思いますけれども、やはりいろ

んな角度から、行政のセクトを外した検討という

のが今後大きく課題になるかと思います。ですか

ら、やはり同じ課だけでやはり検討するんじゃな

くて、全体的にやっぱり組み込んだ検討あるいは

審査をされるべきではなかろうかという意見が市

民の声からも聞かれるもんですから、今後、無駄

のないように、そういう一方じゃあきができ、一

方じゃ設備投資をしなけりゃならないという、そ

ういう市民から言わせば税金の無駄遣いというこ

とにならないように、その立場もやっぱり大事だ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○建設部長（泊 正人）ただいまの件で、前回

の白和の件が、ふたをあけてみたら平佐西小校区

になってしまったということで、川内小校区の皆

様方から非常に残念がられた部分が、そこが大き

な反省点だと思います。今回は亀山、可愛両小学

校区、川内北中学校区になります。 

 ほんで、選定委員については福島課長からあっ

たとおりなんですけれども、事前に私どもも、教

育委員会とか、いろんなそういう関係機関に情報

とか要望とかを聞き入れながら選定に入っていき

たいと思いますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員（下園政喜）この大きな借り上げ住宅じ

ゃなくして、地方に建つ借り上げ住宅があるんで

すが、なかなか業者が手を挙げないということは、

金額はさることながら、年数が１５年、１５年で

ようやく建築費を取り返すぐらいの投資だと思う

んです。だから、手が挙がらないんだと思うんで

すね。１５年後は、誰も入らなければずっと自分

で面倒を見ていかにゃいかんから、ずっと赤字で

すよね。そうするならば、これを２０年に、これ

と同じような条件に延ばさなならんかという話が

出とるんですけども、どうでしょうか。 

○建築住宅課長（福島和朗）今出ました地域振

興住宅につきまして、その期間を設定する際にい

ろいろシミュレーションをしまして、期間的にど

のぐらいがいいのだろうかということで、１５年

ということを設定をしております。今借り上げて

る市営住宅につきましてはちょっと大規模になり

まして、金額もはるもんですから、その辺のシミ

ュレーションの中で２０年という期間が定まって

きております。 

 確かに委員のおっしゃるように、なかなか手が

挙がらない状況が続いております。それで、当初、

１０年ぐらい前、平成１８年だったと思いますけ

れども、当初は借り上げ料を６万円ということで

設定をさせていただきました。１社の方が受けて

いただきまして、したんですけれども、その後、

どうしてもやっぱりそういう借り上げ料のその辺

が難しいということで、現在６万５,０００円にそ

ちらのほうは引き上げをさせていただいておりま

す。 

 おっしゃるように、期間を長くすればというこ

とでございます。現在、１５年間借り上げますけ

れども、その後、事業者のほうで要望があれば継

続して借り上げるという道も一応要領上は定めて

おりますので、しかし、その時点で借り上げ料を

幾らにするかというのをまた事業者の方とうちな

んかと協議はさせていただくことになりますけれ

ども、そういうところも考えておりますので、ぜ

ひよろしくお願いをしたいと思います。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、建築住宅課を終わります。当局は御苦

労さまでした。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（宮里兼実）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取扱い 

○委員長（宮里兼実）次に、閉会中の委員派遣

について、お諮りします。現在のところ、閉会中

の現地視察等は予定しておりませんが、今後、必

要となった場合の委員派遣の取り扱いを委員長に

御一任いただきたいと思います。ついては、その

ように取り扱うことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（宮里兼実）以上で、建設水道委員会

を閉会いたします。 

本日は大変御苦労さまでした。 
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